
一般社団法人　日田青年会議所定款

第１章　総　　　則

第１条（名称） 

この法人は、一般社団法人日田青年会議所（英文名　Junior Chamber 

International Hita） と称する。

第２条（主たる事務所） 

この法人は、主たる事務所を大分県日田市三本松２丁目２番１６号に置く。

第３条（目的） 

この法人は、明るい豊かな社会の実現のため、次に掲げる事項を目的とする。

（１）地域社会における経済、社会、文化等に関する問題の研究及び社会開発

計画の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること。

（２）指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員相互の連携を図ること。

（３）公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、国際的

理解を深め、世界の繁栄及び平和に寄与すること。

（４）その他明るい豊かな社会の実現に関するもの。

第４条（運営の原則） 

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行

わない。

２．この法人は、これを特定の政治団体のために利用してはならない。

第５条（事業） 

この法人は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）政治、産業、経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資

する計画の立案及び実現を推進する事業

（２）会員の指導力向上を図るための修練並びに知識及び教養の習得に関する

事業

（３）国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会

議所その他の諸団体と提携し、相互の理解及び親善を増進する事業

（４）地域貢献や社会奉仕に関する事業

（５）青少年の健全な育成に関する事業

（６）その他第３条の目的を達成するために必要な事業

第６条（事業年度） 

この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。

第２章　会　　　員

第７条（種類） 

この法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律（以下単に「一般法人法」という。）上の社員とする。

（１）正会員

日田市並びに玖珠郡及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以



上40歳未満の者で理事会において入会を承認されたものを正会員とする。

ただし、事業年度の途中において40歳に達した正会員は、その事業年度の

終了の日までは正会員としての資格を有する。

（２）特別会員

年齢が40歳に達した事業年度の終了の日において正会員であった者で、理

事会において別に定める終身会費を納入したものを特別会員とする。

（３）名誉会員

この法人に功労のあった者で、理事会において推薦されたものを名誉会員と

する。

２．直前理事長と監事は４０歳に達した場合でも正会員としての資格を有し

得る。

３．既に他の青年会議所の正会員である者は、この法人の正会員となること

はできない。

第８条（権利） 

正会員は、この法人の目的を達成するために必要なすべての事業に平等に参

加する権利を有する。

第９条（義務） 

正会員は、この定款に別に規定するもののほか、この法人の目的を達成する

ために必要な義務を負う。

２．正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第１０条（入会）

正会員になろうとする者は、正会員２名以上の推薦を得て、入会申込書を理

事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

２．理事会で入会を承認された際には、所定の納期までに入会金を納めなけ

ればならない。

第１１条（休会） 

やむを得ない理由によりこの法人の目的を達成するために必要な事業に長期

間参加することができない正会員は、理事会の承認を得て、休会することが

できる。

２．休会中の会費はこれを免除しない。ただし、会費減額の申請があった場

合には、理事会に於いて協議を行い、総会に於いて承認を得る必要がある。

第１２条（退会） 

正会員が、退会しようとするときは、その事業年度の会費を納入のうえ、理

事長に退会届を提出しなければならない。

第１３条（除名） 

正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の４

分の３以上の議決により、これを除名することができる。

（１）この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。

（２）この法人の秩序を乱す行為をしたとき。

（３）１年以上会費納入義務を履行しないとき。
















